
北本市立小・中学校体育施設開放運営委員会規約

（目　的）

第　１　条　　この規約は、北本市立小・中学校体育施設に関する規則（昭和

５６年教委規則第５号以下〔規則〕という）第６条の規定に基づ

き設置する各施設における運営委員会（以下〔委員会〕とい

う。）の組織・運営に関する事項について定めることを目的とす

る。

（組　織）

第　２　条　　委員会は、学校及び利用団体の代表者で組織する。

　　　　

（会　議）

第　３　条 　会議は、必要の都度随時開催し、学校体育施設開放が適正に行わ

れるよう協議する。

　　付　則

　　１　 この規則は、平成９年５月２７日より施行する。

　　

　　付　則

　　１　この規則は、平成１４年４月２５日より施行する。

　　


